
歴
代
宝
案
に
つ
い
て

小
　
葉
　
田

淳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♪

　
【
要
約
日
　
咋
年
十
一
月
、
ハ
ワ
イ
大
学
東
西
文
化
セ
ン
タ
ー
、
高
等
研
究
部
に
お
け
る
琉
球
史
研
究
の
一
と
し
て
門
歴
代
宝
案
の
解
説
扁
を
執
筆
し
た
。
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大
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要
化
セ
・
f
・
↑
バ
・
語
学
流
燈
饒
・
東
篭
髪
誓
ソ
・
ン
峯
東
洋
ア
フ
リ
カ
饗
所
お
よ
び
護
大
奪
に
配
分
さ
れ
た
・
…

・
の
よ
註
歴
堂
上
は
、
鼻
の
束
藩
究
者
の
一
叢
窪
逼
れ
て
き
て
い
る
。
前
述
の
銭
無
訳
さ
れ
て
東
要
黒
田
ン
ぐ
よ
畠
版
さ
れ
…

る
は
ず
で
あ
る
が
、
セ
ン
タ
ー
当
事
者
の
了
解
を
得
て
、
若
干
の
修
正
を
加
え
て
、
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。

歴代宝案について（小葉田）

歴
代
宝
案
の
編
集

　
歴
代
起
案
は
琉
球
の
外
交
文
書
を
集
成
し
た
も
の
で
、
永
楽
二
十

二
（
一
四
二
四
）
年
よ
り
問
治
六
（
一
八
六
七
）
年
ま
で
の
文
書
を
収

め
、
こ
れ
を
一
集
・
二
言
お
よ
び
三
集
に
分
け
て
い
る
。
歴
代
宝
案

一
集
の
編
集
由
来
に
つ
い
て
、
序
文
に
「
歴
代
方
案
は
天
里
宮
に
久

し
く
所
…
蔵
さ
れ
て
き
た
が
、
破
損
散
失
の
お
そ
れ
が
あ
の
、
圏
相
尚

弘
才
、
法
司
向
世
俊
等
は
こ
れ
を
憂
え
て
、
紫
金
大
夫
藥
鐸
、
長
史

察
応
祥
が
監
修
し
て
旧
案
を
編
集
し
、
四
十
九
本
（
一
巻
は
一
冊
）
二

部
を
作
り
、
一
部
は
王
城
に
納
め
一
部
は
天
妃
宮
に
保
管
す
る
こ
と

に
山
な
っ
た
。
編
集
は
康
鷹
蝕
瓢
十
山
ハ
（
一
六
九
七
）
年
四
月
凋
門
目
【
よ
h
ソ

始
め
同
年
十
一
月
三
十
日
完
了
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　
歴
代
憶
意
艶
場
に
つ
い
て
は
、
二
集
臼
録
乾
の
部
の
首
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
　
雍
正
四
（
一
七
二
六
）
年
二
月
二
集
の
編
集
を
は
じ
め
、
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康
熈
三
十
六
年
よ
の
雍
正
五
年
ま
で
、
本
文
十
五
冊
・
目
録
一
冊
計

十
六
冊
と
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
便
書
大
夫
程
出
雲
、
早
飯
察
用
弼

等
が
監
修
と
な
り
、
雍
正
七
年
端
に
編
集
を
終
え
た
が
、
始
の
計
画

を
変
更
し
て
雍
正
七
年
ま
で
の
文
書
を
二
子
に
含
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
し
か
し
二
三
の
実
際
を
見
る
と
、
康
熈
三
十
六
年
・
よ
り
威
豊
八

（
㎝
八
五
八
）
年
ま
で
百
六
十
二
年
忌
の
文
書
を
集
め
、
　
太
二
文
二
百

巻
（
二
百
冊
）
、
亀
町
二
冊
灘
懸
留
礫
甥
羅
騙
と
な
っ
て
い
る
。

目
録
乾
の
中
に
付
記
し
た
寵
事
に
、
二
集
十
六
冊
の
外
、
二
集
と
し

て
次
女
に
続
け
て
編
集
し
た
本
の
語
録
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

即
ち
始
は
本
文
十
五
巻
、
日
録
一
巻
と
し
訂
正
五
年
ま
で
の
分
を
編

集
す
る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
編
集
進
行
中
に
雍
正
六
、
七
年
分
二
巻

が
加
わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
こ
れ
に
倣
い
逐
次
に
編
集
し
て
威
豊

八
年
に
至
っ
た
。
そ
し
て
以
上
を
綜
陣
し
て
歴
代
宝
案
二
塁
と
よ
ぶ

よ
う
に
な
り
、
目
録
二
巻
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
集
と
二
軍
以
下
で
は
、
編
集
法
に
大
き
な
違
が
あ
る
。
　
一
章
編

集
の
と
き
、
天
妃
宮
に
所
蔵
し
た
旧
歴
代
宝
案
が
一
通
浅
々
の
丈
書

案
で
あ
っ
た
か
、
或
は
唐
栄
（
久
米
村
）
の
覚
書
と
し
て
欝
忙
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
の
で
あ
っ
た
か
、
不
明
で
あ
る
。
　
一
翼
の
序
に
、
旧
案
を
重
修
し

た
と
記
す
る
の
は
、
旧
案
の
虫
損
や
破
損
を
復
原
す
る
に
務
め
る
と

と
竜
に
、
一
定
の
編
集
法
に
従
っ
て
分
類
整
理
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
屯
の
と
思
わ
れ
る
。
一
集
で
は
巻
の
順
序
は
次
の
よ
う
で
、
各
巻

で
は
年
代
順
に
文
書
を
配
列
し
て
い
る
。

　
　
明
・
清
の
皇
帝
詔
勅
（
巻
之
一
一
巻
之
三
）
、
　
礼
部
容
（
巻
二
二
…
巻

　
之
六
）
、
福
建
布
政
使
司
等
恣
（
巻
之
七
一
巻
之
十
一
）
、
琉
球
国
王
（
世

　
子
）
三
三
（
巻
之
十
ニ
ー
巻
之
十
五
）
、
　
琉
球
国
王
（
世
子
）
春
（
巻
之

　
十
六
－
巻
之
二
十
二
）
、
　
符
文
（
巻
之
二
十
三
－
巻
之
二
十
七
）
、
　
執
照

　
　
（
巻
之
二
十
入
一
巻
之
三
十
五
）
、
弘
光
文
正
（
巻
之
三
十
六
）
、
隆
武
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
稿
（
巻
之
蹴
＋
七
）
、
監
岡
魯
王
文
稿
（
巻
至
難
＋
八
）
、
朝
鮮
諸
麟
王
葬

　
圓
盗
（
巻
之
三
十
九
）
、
琉
球
国
王
移
諸
国
聯
隊
（
巻
勲
閥
＋
－
巻
之
四

　
十
一
）
、
執
照
（
巻
避
止
十
二
）
、
　
山
南
王
襟
懐
三
文
稿
（
巻
之
㎜
十
三
）
、

　
使
琉
球
録
（
巻
之
購
十
四
－
巻
之
四
十
九
）

　
明
・
浩
の
皇
帝
の
訓
㎜
勅
を
首
に
配
し
、
明
・
浩
の
中
央
官
で
あ
る

礼
部
、
地
方
官
で
あ
る
福
建
布
政
使
司
の
務
を
次
に
置
い
た
。
春
は

同
列
問
位
に
あ
る
窟
幽
間
を
連
絡
す
る
公
文
書
で
あ
り
、
琉
球
国
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
中
国
官
司
の
間
に
交
換
さ
れ
た
文
碧
は
啓
で
あ
る
。
巻
之
三
十
九

以
下
に
収
め
た
琉
球
国
王
と
朝
鮮
お
よ
び
爵
海
諸
国
王
聞
の
往
復
文

書
竜
一
般
に
盗
で
あ
る
。
沸
は
夷
で
中
国
に
対
し
て
使
用
し
た
辞
で

あ
る
が
、
朝
鮮
国
王
の
文
書
は
前
期
（
十
器
繊
紀
）
の
竜
の
は
恣
で

な
く
書
契
（
書
信
）
型
式
の
も
の
が
多
い
。
琉
球
国
王
（
世
子
）
よ
り
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歴代宝案について（小葉田〉

明
・
清
皇
帝
へ
捧
思
し
た
文
書
は
表
（
奏
）
で
あ
り
、
皇
盾
・
皇
太

子
へ
捧
呈
し
た
交
書
は
箋
で
あ
る
。
申
国
へ
あ
て
た
容
は
十
六
世
紀

以
前
は
礼
部
あ
て
が
多
く
、
十
七
世
紀
に
な
る
と
福
建
布
政
使
司
そ

の
他
巡
撫
に
あ
て
た
も
の
が
出
て
く
る
。
盗
に
は
進
貢
船
派
遣
の
欝

的
と
琉
球
・
の
希
望
事
項
等
を
普
通
は
記
載
し
て
お
り
、
特
に
礼
部
あ

て
は
進
貢
上
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
福
建
布
政
使
司
あ
て
は
福
州
に
お

け
る
事
項
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
多
い
。
符
文
は
進
貢
船
…
の
証
明

　
　
　
④

書
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
進
貢
船
の
船
字
号
・
乗
船
者
・
装
載
貨
物
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
記
載
し
、
ま
た
北
京
へ
赴
く
官
員
人
件
お
よ
び
貨
物
を
記
し
て
い

る
。
符
文
は
赴
給
す
る
官
員
（
一
般
に
ば
都
通
纂
）
に
付
し
た
。
執
照

は
進
質
船
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
渡
航
船
に
給
付
し
た
渡
航
証
明
書

で
あ
る
。
符
文
と
同
様
の
記
載
が
あ
る
ほ
か
に
、
存
留
者
即
ち
福
州

に
残
留
す
る
通
事
等
の
官
員
以
下
人
件
の
名
を
も
記
載
し
た
。
執
照

に
は
字
号
の
あ
る
半
弁
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
某
奇
事
号
半

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

印
勘
合
執
照
と
よ
ん
だ
。
執
照
は
存
留
の
官
員
に
給
与
さ
れ
た
。
朝

鮮
・
南
…
海
諸
国
へ
の
渡
航
船
に
思
葉
は
給
与
し
た
が
、
符
文
は
・
も
ち

ろ
ん
不
要
で
あ
っ
た
。

　
…
弘
光
、
隆
武
文
稿
は
、
詔
・
啓
・
表
・
上
文
・
執
照
を
内
容
と
し

て
い
る
が
、
明
・
濡
関
係
の
も
の
と
別
巻
と
し
て
い
る
。
清
で
は
崇

三
十
七
（
一
六
四
四
）
年
層
宗
の
死
を
も
っ
て
明
の
滅
亡
と
し
、
福

王
（
弘
光
帯
）
唐
王
（
隆
武
帝
）
等
の
正
統
な
る
こ
と
は
認
め
て
い
な

い
。
歴
代
宝
案
一
集
の
監
修
の
一
入
察
鐸
が
、
事
案
と
同
じ
こ
ろ
編

集
に
着
手
し
た
中
山
世
譜
に
は
一
六
四
四
年
以
後
は
順
治
の
年
号
を

使
用
し
て
お
り
、
思
案
も
同
じ
趣
旨
で
編
集
し
た
の
で
あ
る
。

　
琉
球
と
朝
鮮
・
南
海
諸
国
の
間
の
往
復
文
書
は
春
で
あ
る
が
、
巻

四
十
一
二
に
は
山
南
王
他
魯
毎
よ
り
明
へ
送
っ
た
表
・
盗
の
ほ
か
に
、

王
相
懐
機
と
旧
血
管
事
官
と
の
往
復
文
書
を
収
め
て
い
る
。
王
桐
は

元
来
、
長
史
と
と
も
に
明
の
壁
上
府
（
王
卿
）
の
宮
職
で
あ
っ
て
、

も
と
は
長
史
と
岡
位
で
あ
っ
た
。
明
で
は
琉
球
政
庁
を
靴
墨
府
に
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

じ
て
、
進
貢
し
た
使
節
に
長
史
・
王
相
を
授
け
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
琉
球
で
は
王
相
の
称
は
、
　
琉
球
（
中
山
）
王
府
の
執
政
窟
を
実
質

的
に
意
味
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
進
貢
使
に
は
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

Ω
も
た
ぬ
よ
、
う
に
ゆ
な
っ
た
。
　
旧
港
即
ち
ス
マ
ト
ラ
島
の
パ
レ
ソ
バ
ソ

（
醤
｝
①
ヨ
げ
磐
σ
q
）
の
管
事
官
と
は
、
明
よ
り
岡
地
屠
住
の
華
僑
の
頭

黛
に
与
え
た
旧
港
宜
要
脚
を
指
し
て
い
る
。
彼
等
と
の
往
復
文
書
は
、

国
王
の
蓉
で
な
く
て
王
相
の
奉
書
で
あ
る
。

　
一
再
の
構
成
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
二
集
以
下
は
清
皇
帝
の

詔
勅
。
礼
部
等
の
審
、
琉
球
国
王
の
表
．
客
お
よ
び
符
文
・
執
下
等
、
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す
べ
て
年
月
を
追
う
て
編
次
し
、
巻
の
順
序
は
編
年
を
以
て
し
、
一

巻
一
冊
を
普
通
と
す
る
が
二
巻
に
わ
た
る
場
合
も
あ
る
。

　
威
豊
九
（
一
八
五
九
）
年
以
後
竜
、
　
逐
次
編
集
が
続
け
ら
れ
て
、

同
治
六
（
一
八
六
七
）
年
に
及
ん
だ
。
　
そ
の
冊
…
数
は
十
三
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
巻
数
も
記
入
さ
れ
ず
、
三
編
と
い
う
題
記
も
、
纂
録
も
な

い
。
恐
ら
く
糟
当
数
の
年
度
と
冊
数
を
重
ね
て
か
ら
、
二
集
と
同
様

に
巻
数
、
臼
録
を
付
け
る
予
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
　
以
上
の
外
に
別
集
と
題
記
す
る
竜
の
が
あ
る
。
　
一
冊
は

「
唐
人
持
来
貨
物
録
」
で
、
康
熈
五
十
八
（
一
七
一
九
）
年
の
冊
封

正
使
海
宝
、
寝
藁
徐
藻
光
の
冠
船
が
積
渡
し
た
貿
易
貨
物
の
同
録
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ん
く
み
に
う

あ
る
。
一
冊
は
「
盗
集
歴
代
宝
案
文
組
方
」
で
、
漸
江
の
諸
県
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

琉
球
へ
送
っ
た
盗
を
集
め
て
い
る
。
　
内
容
は
乾
隆
三
十
八
（
一
七
七

三
）
年
よ
り
同
四
十
九
（
一
七
八
四
）
年
ま
で
の
、
琉
球
船
の
漸
江
各

地
へ
難
破
漂
罰
し
た
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
冊
は
「
嘆
佛

情
状
集
」
で
道
光
二
十
四
（
一
八
四
四
）
年
よ
り
同
二
十
七
年
忌
で

の
文
書
集
で
、
琉
球
と
英
・
難
船
の
交
渉
に
っ
き
、
礼
部
・
福
建
布

政
使
司
と
琉
球
闇
に
交
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
別
集
三
冊

は
、
国
立
輪
講
大
学
所
蔵
抄
本
に
よ
り
、
仮
に
記
し
た
の
で
あ
る
が
、

元
来
別
集
が
こ
の
三
冊
に
留
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
疑
問
で
あ

り
、
後
に
こ
れ
に
触
れ
よ
う
。

二
　
歴
代
宝
案
の
抄
本

　
歴
代
宝
案
一
集
の
一
部
は
首
里
の
政
庁
に
一
部
は
久
米
村
の
天
外

宮
に
保
管
さ
れ
た
が
、
応
仁
以
下
も
同
様
に
処
麗
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

首
里
の
政
庁
の
分
は
、
明
治
八
年
の
廃
藩
置
県
の
際
明
治
政
府
へ
引

継
が
れ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
て
い
る
。

　
天
二
宮
保
管
の
も
の
は
、
久
米
の
人
の
問
で
久
し
く
秘
密
に
さ
れ

て
世
に
出
な
か
っ
た
が
、
昭
和
八
年
に
至
り
公
翻
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
同
年
歴
代
宝
案
は
沖
縄
県
立
図
書
館
へ
移
管
さ
れ
た
が
、
こ

の
移
管
を
斡
旋
し
た
故
島
袋
頻
発
疑
は
当
時
の
事
情
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
廃
藩
置
累
後
、
歴
代
同
案
は
天
寄
宮
よ
り
明
倫
堂
さ
ら
に
久
米
の
眠
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
む
ら

　
　
　
　
　
　
　
お
お
み
ね

　
　
　
　
こ
ぐ
す
く

　
で
あ
る
湖
城
、
大
嶺
、
神
村
の
天
象
を
転
々
と
移
さ
れ
て
そ
の
所
在
を
秘

　
密
に
し
、
た
ま
た
ま
人
こ
れ
を
問
え
ば
湖
城
家
類
焼
の
節
失
し
た
な
ど
と

　
啓
え
た
。
昭
和
六
年
久
米
の
長
老
等
協
議
し
、
こ
れ
を
天
尊
対
内
の
久
米

　
人
の
激
務
所
へ
移
し
た
。
翌
昭
和
七
年
春
島
袋
氏
は
沖
縄
県
立
図
書
館
長

　
真
境
名
属
吏
氏
よ
り
歴
代
宝
案
の
図
霞
館
移
管
に
つ
き
斡
旋
を
依
頼
さ
れ
、

　
昭
和
八
年
春
以
後
久
米
村
の
長
老
等
に
し
標
し
嬢
こ
れ
を
説
い
て
同
年
十

4　（526）



歴代宝案について（小葉田）

　
一
月
久
米
の
長
老
会
議
の
結
果
移
管
す
る
匿
決
定
し
た
軌

　
さ
て
こ
れ
よ
の
先
き
伊
波
普
猷
氏
は
歴
代
宝
案
が
久
米
村
の
旧
家

の
い
ず
れ
か
に
保
管
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た
と
い

う
が
、
琉
球
史
研
究
老
に
は
歴
代
古
意
な
る
記
録
の
あ
る
こ
と
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ぼ
知
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
久
米
の
人
は
、

こ
の
記
録
を
秘
匿
し
て
、
き
た
の
で
あ
る
。

　
久
米
村
は
現
在
は
那
覇
市
内
に
あ
る
が
、
閥
人
の
子
孫
が
居
往
し

て
唐
栄
と
よ
ば
れ
た
。
十
四
世
紀
末
よ
り
数
十
年
の
問
に
、
福
建
人

の
琉
球
へ
移
住
し
帰
化
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
、
現
在
」

十
五
、
六
世
紀
の
交
献
に
よ
り
確
実
に
知
ら
れ
る
も
の
が
十
五
、
筆

墨
は
あ
る
。
彼
等
は
琉
球
に
お
い
て
中
国
風
の
文
教
の
指
導
者
と
な

る
と
と
も
に
、
日
本
紙
土
と
の
交
渉
を
除
い
て
、
中
夏
は
じ
め
他
の

諸
属
と
の
通
交
事
務
を
掌
り
、
外
交
文
書
を
作
製
し
、
外
交
官
員
の

中
心
的
役
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
万
暦
三
十
四
（
一
六
〇
六
）

年
の
尚
寧
の
欝
欝
に
、
鴬
巣
の
子
孫
に
し
て
「
知
レ
書
者
、
列
曽
“
名
大

面
長
史
ハ
以
為
轟
貢
謝
奇
態
（
慣
レ
海
燕
、
任
昌
以
通
事
、
導
管
ハ
以
為
扁

指
南
之
備
幽
」
と
あ
る
。
十
五
、
六
世
紀
に
お
い
て
、
進
貢
船
お
よ

び
外
国
渡
航
船
の
主
な
る
官
員
を
見
る
と
、
王
舅
・
大
夫
・
長
史
・

使
者
・
都
通
菓
∵
通
事
・
魑
（
火
）
長
・
直
庫
等
が
あ
る
が
、
こ
の

中
で
大
夫
・
長
史
・
卸
通
事
・
青
鷺
・
彩
長
は
久
米
の
人
の
専
任
の

役
と
な
っ
た
。
王
舅
は
国
王
の
一
門
た
る
地
位
を
意
味
し
て
お
り
、

琉
球
人
が
任
じ
、
そ
の
遣
使
は
襲
封
・
諭
祭
の
謝
恩
、
新
帝
登
極
の

賀
慶
、
大
行
皇
帝
の
墨
香
等
の
重
大
な
進
貢
船
の
場
合
に
限
ら
れ
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

稀
に
は
影
野
に
代
り
王
弟
の
派
遣
も
あ
っ
た
。
長
史
は
前
に
述
べ
た

よ
う
に
、
本
来
は
明
の
王
府
の
職
官
で
あ
り
、
大
夫
は
散
官
の
階
位

で
、
は
じ
め
は
明
皇
帝
よ
り
賜
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
史
料
で

は
大
夫
の
初
見
は
、
成
化
元
（
一
四
六
五
）
年
八
月
の
尚
徳
の
盗
に

正
議
大
夫
程
鵬
と
あ
る
屯
の
で
あ
る
。
賜
長
は
針
路
を
掌
る
航
海
長

で
あ
る
。
十
七
世
紀
以
後
、
獣
姦
の
役
職
と
し
て
久
米
村
町
役
が
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
あ
り
、
そ
の
人
は
大
夫
の
最
上
級
た
る
紫
金
大
夫
に
列
し
、
以
下

大
夫
・
長
史
等
の
諸
職
が
整
備
さ
れ
来
り
、
彼
等
に
給
与
さ
れ
る
占

地
、
支
俸
も
詳
組
に
規
定
さ
れ
た
。

　
歴
代
宝
案
一
集
の
編
集
は
久
米
村
の
人
が
実
質
的
に
専
ら
当
っ
た

と
し
て
も
、
こ
の
事
業
は
国
相
・
法
魚
影
の
首
璽
の
政
庁
首
脳
者
の

企
画
と
し
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
久
米
の
入
の
私
家

の
選
で
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
代
宝
案
の
編

隼
m
に
や
や
先
ん
じ
、
元
禄
　
二
（
一
六
八
九
）
年
寄
系
図
座
が
設
け
ら
れ

て
諸
士
の
家
譜
を
作
る
こ
と
が
始
ま
り
、
ま
た
時
を
同
じ
う
し
て
中
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由
世
譜
の
編
集
が
行
な
わ
れ
た
。
歴
代
断
案
の
編
集
は
、
首
里
政
庁

の
公
的
な
修
史
事
業
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
歴

代
宝
案
は
久
米
の
人
よ
り
見
れ
ば
、
彼
等
の
祖
先
以
来
継
承
し
専
行

し
来
っ
た
事
績
を
明
証
す
る
最
高
の
資
料
で
あ
り
、
ま
た
将
来
も
そ

の
役
職
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
最
良
の
参
学
資
料
で
も
あ
っ
た
。
久

米
の
人
が
崇
敬
し
、
か
つ
当
時
は
久
米
の
人
の
集
会
場
で
も
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
天
妃
宮
内
に
深
く
保
管
さ
れ
て
、
容
易
に
他
見
を
許

さ
な
か
っ
た
か
と
推
量
さ
れ
る
。
し
か
し
明
治
以
来
、
琉
球
・
中
国
の

関
係
は
一
変
し
、
久
米
の
人
の
こ
れ
ま
で
占
有
し
て
き
た
職
務
も
す

で
に
失
な
わ
れ
た
。
し
か
も
歴
代
窯
案
の
所
在
は
強
く
秘
密
に
さ
れ

て
い
た
。
廃
藩
置
県
の
こ
ろ
よ
り
、
さ
ら
に
琉
球
処
分
問
題
を
め
ぐ
っ

て
、
少
数
派
の
親
中
国
派
の
運
動
が
十
数
年
闘
も
就
け
ら
れ
た
。
久

米
は
そ
の
少
数
派
の
一
根
源
と
旨
さ
れ
勝
ち
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

暗
い
雰
囲
気
が
、
歴
代
嘉
事
秘
匿
の
傾
向
を
強
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
沖
縄
県
立
図
書
館
保
管
の
原
抄
本
は
、
今
次
の
大
戦
に
完
全
に
麗

な
わ
れ
た
。
は
じ
め
、
こ
れ
を
図
書
館
へ
移
管
し
た
と
き
、
久
米
の
長

老
等
と
館
長
と
の
間
に
結
ば
れ
た
契
約
に
従
い
、
図
書
館
は
直
ち
に

副
本
の
作
製
に
着
手
し
た
。
大
戦
後
に
城
間
朝
教
氏
が
米
軍
将
校
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
か

協
力
し
、
図
書
館
蔵
書
の
疎
開
導
き
で
あ
っ
た
国
頭
の
源
河
部
落
付

近
か
ら
園
聴
し
た
歴
代
宝
案
九
十
六
冊
は
原
抄
本
で
な
く
て
翻
本
で

あ
る
。
こ
れ
は
現
在
那
覇
市
の
琉
米
交
化
会
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　
歴
代
宝
案
一
集
は
、
図
書
館
移
管
蒔
に
お
い
て
、
す
で
に
散
失
し

た
巻
が
あ
り
、
筆
墨
の
推
定
で
は
巻
三
十
四
、
巻
三
十
八
、
巻
四
十

四
乃
至
四
十
九
の
計
八
巻
八
冊
を
失
な
い
、
巻
四
、
巻
十
四
が
二
冊

ず
つ
あ
り
、
こ
の
中
で
各
一
冊
は
破
損
が
特
に
甚
し
か
っ
た
。
即
ち

冊
数
は
四
十
三
冊
で
あ
る
が
、
実
は
四
十
一
巻
で
あ
っ
た
。
琉
米
文

化
会
館
所
蔵
嚢
中
は
、
そ
の
う
ち
組
分
、
五
、
七
、
九
、
十
、
十
二
、

十
六
、
十
九
、
二
十
八
、
三
十
、
三
十
二
、
三
十
三
、
三
十
五
の
十

三
巻
を
欠
き
、
巻
線
は
二
冊
あ
っ
て
計
二
十
九
冊
で
あ
る
。
こ
の
副

本
の
抄
写
は
、
図
書
館
移
管
直
後
の
昭
和
八
年
暮
に
着
手
し
、
一
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く

の
分
は
昭
和
十
年
春
に
終
わ
っ
て
お
り
、
筆
者
は
主
と
し
て
桑
江
克

え
い英

氏
で
あ
る
。
次
に
圃
会
館
所
蔵
の
二
期
は
計
六
十
七
冊
残
存
し
、

昭
和
ナ
ニ
、
王
年
に
抄
写
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
主
な
る
筆
者
の
一

　
　
く
　
ば

人
に
久
場
政
盛
事
が
あ
る
。

　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
は
、
昭
和
十
六
年
に
沖
縄
漿
立
図
書
館

に
依
頼
し
て
歴
代
宝
案
｛
集
を
抄
写
し
た
。
些
事
所
蔵
抄
本
に
つ
い

て
調
査
す
る
と
、
巻
五
、
十
、
二
十
一
、
二
十
二
を
欠
き
、
巻
ナ
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
二
冊
あ
っ
て
、
計
三
十
八
冊
で
あ
る
。
鎌
倉
芳
太
郎
氏
は
昭
和
八
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年
八
月
、
歴
代
比
論
が
図
書
館
へ
移
管
さ
れ
る
以
前
に
、
天
尊
繭
で

こ
れ
を
青
写
真
に
撮
っ
た
が
、
現
在
同
氏
の
蔵
本
に
つ
い
て
見
る
に
、

巻
m
幽
、
五
、
六
、
十
、
十
一
、
十
詣
四
、
二
十
、
　
二
十
⊥
、
　
二
十
⊥
ハ
、

三
十
、
一
二
十
一
、
三
十
二
、
一
二
十
五
、
四
十
一
、
四
十
二
の
十
五
冊
．

を
欠
き
、
二
十
六
冊
あ
る
。
ま
た
同
氏
の
青
写
真
本
に
は
、
二
等
の

う
ち
十
冊
、
一
二
集
の
う
ち
一
冊
と
、
別
集
「
佛
嘆
唖
三
国
情
状
」
一

辮
が
あ
る
。
な
お
、
東
恩
納
鷹
見
平
氏
が
青
写
真
で
撮
っ
た
一
集
の
う

ち
二
十
数
冊
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
個
人
所
蔵
の
一
門
抄
本
も
若
干

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
横
山
重
氏
所
蔵
の
歴
代
宝
案
二
十
冊
は
、

内
容
の
異
な
る
も
の
で
各
時
代
に
亘
り
諸
種
の
外
交
文
霞
を
標
本
的

に
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
歴
代
宝
菰
原
抄
本
の
失
な
わ
れ
た
現
在
に
お
い
て
、

そ
の
全
容
を
最
も
完
金
に
近
い
形
で
伝
え
て
い
る
も
の
は
、
中
華
民

園
々
立
台
湾
大
学
所
蔵
抄
本
で
あ
ろ
う
。
昭
和
十
年
そ
の
こ
ろ
台
北

帝
大
助
教
授
で
あ
っ
た
筆
春
は
、
沖
縄
を
訪
れ
て
、
歴
代
宝
案
一
笑

を
二
分
的
に
筆
録
し
た
が
、
台
北
帝
大
教
授
中
村
喜
代
三
氏
の
協
力

を
得
て
、
台
北
帝
大
よ
り
依
頼
し
、
久
場
政
盛
氏
が
筆
者
と
な
り
、

昭
和
十
一
年
一
集
を
抄
写
し
、
続
い
て
二
曲
、
三
集
の
写
本
竜
つ
く

っ
た
Q
戦
後
、
台
北
帝
大
は
中
華
・
畏
国
々
立
台
湾
大
学
と
な
り
、
従

っ
て
歴
代
宝
案
は
、
同
じ
こ
ろ
沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
本
に
つ
い
て
抄

写
し
た
数
種
の
琉
球
文
献
と
と
も
に
岡
大
学
に
引
継
が
れ
た
。
最
近
、

頼
永
祥
氏
は
、
国
立
台
湾
大
学
所
蔵
歴
代
四
丁
抄
本
の
現
状
を
詳
細

に
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
集

四
二
集

同
目
録

第
三
集

励
　
集

　
四
二
冊

一
八
七
騰

　
四
冊

　
一
三
冊

　
三
冊

二
四
九
冊

　
頼
氏
は
一
集
中
、
巻
三
十
四
、

き
、
二
集
中
、
巻
八
十
一
、

百
二
十
七
、
百
二
十
九
、
齎
三
十
二
、

七
十
六
、
百
九
十
八
を
失
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
実
は
台
湾
大
学
所
蔵
本
に
は
巻
九
が
無
い
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
ご
と
は
す
で
に
筆
者
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
礼
部
容
の

う
ち
巻
四
二
徽
藤
に
笄
年
は
二
冊
あ
り
、
う
ち
一
冊
は
破
損
は
な
は
だ

し
く
、
し
か
も
「
起
順
治
六
年
至
康
熈
八
年
」
と
い
う
表
題
が
誤
っ

て
貼
付
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
か
、
抄
写
者
が
、
「
巻
五
」
の
巻
題
を
誤
っ

三百四一　　　一
十三、七　　 ヨニ
nt　l　nd　1　1　　1

七百十
’二四
習十～
三’四
十百十
八二九
’十を

’百六欠
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て
付
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
実
は
巻
五
以
下
巻
八
で
あ
る
べ
き
も

の
が
、
順
次
一
巻
つ
つ
ず
れ
て
、
巻
六
～
男
爵
と
な
夢
、
巻
九
を
逸
脱

し
て
巻
十
に
続
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
台
湾
大
学
所
蔵
本
で
は
巻
九

が
福
建
布
政
使
鬼
歯
容
飛
醗
轍
説
鱒
で
、
二
十
が
岡
じ
く
聾
麟
㎜
罫
↑
万
年

で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
禰
建
布
・
政
使
司
三
女
肇
麟
贈
綜
韓
が
存
す
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
が
巻
九
で
あ
り
、
現
に
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
本
に
は

あ
る
の
で
あ
る
。

　
昭
和
十
五
年
こ
ろ
筆
者
は
、
福
州
柔
遠
駅
（
琉
球
館
）
に
つ
い
て

短
か
い
論
文
を
書
き
、
そ
の
中
で
二
集
、
三
集
に
つ
い
て
簡
単
な
解

説
を
し
た
が
、
凝
集
一
一
百
冊
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
台
北

帝
大
の
抄
本
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
鎌

倉
芳
太
郎
氏
が
昭
和
八
年
天
尊
廟
に
お
い
て
調
査
し
た
結
果
を
同
氏

の
記
述
に
よ
る
と
、
一
癖
四
十
二
柵
、
二
面
二
百
冊
、
三
二
十
三
冊
、

別
巻
七
冊
計
二
百
六
十
二
冊
と
し
、
鎌
倉
氏
よ
り
も
以
前
に
調
査
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
東
恩
納
寛
惇
氏
の
報
告
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
台
湾
大
学
所
蔵
本

の
二
集
に
欠
本
十
二
冊
あ
る
こ
と
は
、
当
初
よ
診
の
欠
本
で
あ
っ
た
・

と
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
筆
者
の
昭
和
十
五
年
ご
ろ
の
記
述

は
、
二
集
全
体
に
つ
い
て
ど
の
程
度
精
確
に
調
査
し
た
か
、
今
よ
り

想
起
し
て
明
白
な
確
信
が
あ
る
と
い
え
ぬ
が
、
東
恩
納
二
等
の
場
合
、

歴
代
宝
案
の
全
枚
数
一
八
、
二
六
〇
枚
と
い
う
数
字
ま
で
あ
げ
ら
れ
、

か
な
砂
丁
重
な
調
査
が
な
さ
れ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
台
湾
大
学
所
蔵
本
の
一
一
集
欠
本
は
、
破
損
、
脱
落
等
の
た
め

始
か
ら
抄
写
を
省
略
し
た
か
、
或
い
は
こ
の
二
十
年
夏
に
散
失
し
た

の
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
台
湾
大
学
所
蔵
…
本
の
別
集
は
三
冊
で
あ
る
が
、
東
恩
納
氏
等

の
報
告
で
は
七
冊
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
報
告
に
は
一
一
集
臼
録
四

冊
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
匿
録
四
冊
は
二
集
二
百
草
中
に
は
奮
ま
れ

な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
出
血
氏
の
青
写
真
本
に
「
佛

嘆
唖
三
国
情
状
」
一
冊
が
あ
り
、
道
光
二
十
六
（
一
八
瞬
六
）
年
よ

り
威
二
五
（
一
八
五
五
）
年
ま
で
の
、
仏
・
英
・
亜
米
利
加
と
の
交
渉

に
関
す
る
文
書
集
で
、
台
湾
大
学
所
蔵
本
の
別
集
「
瞬
瑛
情
状
」
と

は
異
な
り
、
む
し
ろ
こ
れ
に
続
く
・
も
の
で
あ
る
。
東
恩
納
茂
等
の
報

告
の
一
報
四
十
二
冊
と
い
う
の
も
、
そ
の
内
容
は
何
か
と
い
う
点
よ

り
も
問
題
が
生
ず
る
。
要
す
る
に
歴
代
電
車
の
巻
冊
数
の
報
告
が
、

全
部
に
わ
た
診
内
容
を
精
密
に
吟
味
し
た
上
で
な
さ
れ
た
と
は
必
し

も
い
わ
れ
ぬ
よ
う
で
、
現
在
よ
り
見
て
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
歴
代
宝
器
一
集
中
の
琉
球
・
南
海
諸
国
間
の
往
復
丈
書
は
昭
和
十
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二
年
刊
の
伊
東
忠
太
・
鎌
禽
芳
太
郎
共
著
『
南
海
古
陶
甕
』
中
に
印

刷
さ
れ
た
。
昭
和
二
十
五
年
に
や
は
り
一
集
中
よ
診
、
明
（
i
一

六
四
四
）
代
に
か
か
る
分
、
計
二
十
四
巻
を
、
東
京
沖
縄
交
化
協
会

よ
り
騰
写
版
に
よ
り
印
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
東
恩
納
氏
の
青
写
真
本

に
よ
っ
た
。
も
の
で
あ
る
。

三
．
歴
代
三
三
の
内
容

　
歴
代
宝
器
の
う
ち
一
瓢
は
欠
本
も
多
く
、
破
損
脱
落
の
部
分
も
少

な
く
な
い
。
そ
れ
は
元
禄
十
年
の
編
…
集
以
来
長
く
天
妃
宮
内
に
秘
蔵

さ
れ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
編
集
当
時
に
お
い
て
竜
、
す
で

に
多
数
の
文
案
が
散
失
し
て
い
た
の
で
、
宝
釜
中
に
収
め
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
歴
代
三
才
一
筆
の
内
容
は
実
質
的
に
は
洪
熈
元
（
一
四
二
五
）
年

の
文
書
よ
り
始
ま
る
と
し
て
よ
い
。
尚
巴
志
が
父
思
紹
を
継
ぎ
、
世

子
の
名
で
明
に
父
王
の
計
を
告
げ
駅
留
を
請
う
た
の
は
、
永
楽
二
十

一
（
一
四
二
三
）
年
で
あ
る
。
明
の
成
祖
は
冊
封
使
の
派
遣
を
決
し

た
が
、
そ
れ
を
果
さ
ず
翌
年
七
月
病
没
し
た
。
そ
こ
で
次
の
仁
宗
は

洪
罵
鱒
早
年
⊥
ハ
一
月
冊
封
使
を
琉
〃
球
へ
遣
わ
し
、
　
先
王
（
思
紹
）
を
奴
爪
翫
り

新
王
を
封
ず
る
儀
礼
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
歴
代
宝
案
一
病
の
琉
球

の
文
書
と
し
て
は
、
仁
宗
の
登
極
を
慶
賀
進
貢
し
た
、
洪
熈
元
年
開

七
月
十
七
日
の
尚
巴
志
の
表
・
盗
よ
り
始
ま
る
。
そ
れ
以
前
の
竜
の

と
し
て
は
、
永
楽
二
十
二
年
八
月
十
六
日
の
先
帝
の
掛
を
告
げ
た
仁

宗
の
詔
と
、
洪
熈
元
年
二
月
一
日
の
登
極
を
告
げ
た
仁
宗
の
詔
の
二

通
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
も
に
洪
熈
元
年
夏
琉
球
へ
渡
っ
た
冊
封
使

と
同
時
に
琉
球
へ
来
た
明
の
使
節
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
先

帝
の
計
を
告
げ
た
仁
宗
の
詔
は
、
冊
封
以
前
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、

中
山
王
尚
巴
志
と
宛
名
し
て
い
る
の
は
、
成
祖
の
冊
封
決
定
の
意
志

を
重
ん
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
琉
球
・
を
統
一
し
て
琉
球
史
の
エ
ポ
ヅ
ク
を
成
し
た
落
掌
志
が
、
封

を
受
け
た
時
よ
り
、
宝
案
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
恐
ら
く
歴
史
的

に
意
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
宝
案
に
は
洪
熈
以
後
で
も
欠

漏
し
た
文
書
が
多
い
。
詔
勅
で
は
正
統
－
景
泰
（
一
四
三
六
1
⊥
四
五

六
）
年
・
の
も
の
を
失
い
、
　
た
だ
景
泰
六
年
七
月
の
景
宗
の
詔
一
通
が

巻
一
砂
巻
頭
に
錯
綴
さ
れ
て
い
る
。
明
へ
あ
て
た
盗
・
符
文
・
執
事

は
、
　
い
ず
れ
竜
正
統
八
一
天
順
六
（
一
四
四
三
一
一
四
六
二
）
年
の
竜

の
を
欠
き
、
さ
ら
に
容
で
は
成
化
十
七
－
万
暦
三
十
四
（
一
四
八
一

ー
エ
ハ
〇
六
）
年
の
屯
の
無
く
、
符
文
・
執
照
で
は
正
徳
十
三
i
嘉

靖
元
（
一
五
一
六
一
一
五
ニ
ニ
）
年
の
も
の
が
見
え
な
い
。
　
朝
鮮
・
爾
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海
諸
国
に
あ
て
た
盗
・
執
照
も
だ
い
た
い
以
上
の
該
当
期
間
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
に
失
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
諸
国
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

琉
球
へ
あ
て
た
文
書
も
多
数
散
失
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
・
も

以
上
の
期
間
以
外
の
文
書
も
完
全
に
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、

失
な
わ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　
琉
球
の
過
去
の
主
な
る
修
史
に
、
歴
代
三
型
ま
た
は
旧
歴
代
黒
部

が
ど
の
程
度
に
資
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
査
す
る
と
、
意

外
に
竜
殆
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
中
斑
世
鑑
は
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）

年
向
象
賢
の
編
修
し
た
最
初
の
琉
球
史
で
和
文
で
か
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
正
統
十
・
四
年
九
月
十
六
日
の
英
宗
の
勅
と
、
景
泰
元
年
…
閾

一
月
八
日
の
景
宗
の
勅
を
収
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
も
に
歴
代
宝

案
に
は
欠
け
て
い
る
。
世
鑑
は
陳
侃
の
使
録
以
外
は
殆
ん
ど
中
国
書

を
参
考
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
中
に
収
め
た
嘉
靖
十
一
年
八
月
の

世
宗
の
冊
封
王
の
詔
、
諭
祭
先
王
の
勅
は
使
録
よ
り
引
用
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
世
鑑
に
、
察
度
が
明
へ
朝
貢
し
て
以
来
の
、
認
勅
・
表
が

存
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
尚
寧
の
乱
騰
徹
翫
職
印
の
と
き
失
な
わ
れ
た
で

あ
ろ
う
と
記
し
、
今
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
記
し
、
以
後
そ
れ
ら
の

文
書
の
出
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
陳
侃
の
使
録

に
よ
る
と
、
冊
封
の
儀
の
終
っ
た
と
き
、
琉
球
国
王
が
先
聖
の
詔
勅

八
葉
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
陳
侃
ら
は
使
を
遣

り
実
見
し
た
後
に
王
に
詔
勅
を
授
け
与
え
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の

後
冊
封
の
時
、
封
使
が
前
代
の
詔
勅
保
管
の
状
態
を
調
査
し
た
上
で

詔
勅
を
授
け
る
と
い
う
手
続
を
と
っ
て
い
る
。
世
鑑
は
十
七
世
紀
以

前
の
詔
勅
懸
馨
表
惣
等
も
、
二
、
三
を
残
し
て
他
は
閣
法
の
と
き

失
な
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
出
世
譜
は
元
禄
十
（
一
六
九
七
）

年
に
久
米
村
惣
役
の
察
鐸
が
編
者
と
な
り
中
山
世
鑑
の
改
訂
に
着
手

し
て
和
文
を
漢
文
に
改
め
、
元
禄
十
四
年
に
業
を
終
え
た
が
、
さ
ら

に
薬
鐸
の
子
の
薬
温
…
が
こ
れ
を
改
修
し
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
に

完
了
し
た
も
の
で
あ
る
。
察
温
は
こ
の
改
修
に
当
り
、
康
熈
五
十
九

（一

ｵ
二
〇
）
年
に
冊
封
副
使
と
し
て
琉
球
へ
来
た
徐
藻
光
の
宿
舎

に
お
い
て
、
康
照
二
十
二
年
注
糧
の
際
し
た
中
山
沿
革
志
お
よ
び
使

録
類
を
読
ん
で
参
考
と
し
た
こ
と
を
自
ら
記
し
て
い
る
。
現
在
の
中

山
世
譜
本
巻
十
四
巻
・
付
巻
七
巻
の
う
ち
、
薬
温
が
改
修
し
た
の
は

本
巻
九
巻
ま
で
で
、
そ
の
後
史
官
の
手
で
追
加
さ
れ
、
ま
た
付
録
は

も
と
察
鐸
が
薩
摩
関
係
の
記
事
を
除
い
た
の
を
察
温
が
付
録
と
し
て

編
集
し
た
ら
し
く
、
後
さ
ら
に
鄭
乗
哲
の
手
で
改
修
さ
れ
、
史
官
に

よ
り
書
継
が
れ
て
七
巻
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
藥
鐸
は
歴
代
宝
案
監

修
の
一
人
で
あ
り
、
薬
温
も
秀
才
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
鄭
粟
哲
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は
宝
案
編
集
の
一
人
で
あ
る
鄭
明
良
の
甥
で
あ
る
。
し
か
し
世
譜
の

明
・
浩
交
渉
の
記
事
は
中
山
沿
革
志
や
使
録
に
依
拠
し
て
、
歴
代
宝

案
を
参
考
し
て
い
る
形
跡
は
な
い
。
明
・
清
以
外
の
対
外
関
係
に
つ

い
て
は
「
本
国
、
三
二
唐
宋
一
以
来
、
与
二
朝
鮮
・
日
本
・
世
羅
・
瓜
畦

等
国
｛
互
相
通
好
、
往
来
貿
易
、
倶
世
遠
籍
潭
、
往
来
年
月
、
難
二

以
悉
記
一
」
と
述
べ
、
明
か
に
記
述
を
圃
製
し
た
態
度
が
見
え
る
。

世
譜
に
正
統
六
（
一
四
四
一
）
年
琉
球
・
船
…
が
瓜
嘘
よ
り
の
帰
途
、
菓

影
山
で
難
破
し
、
船
を
修
理
し
帰
国
し
た
こ
と
を
記
す
が
、
こ
れ
は

歴
代
宝
案
に
は
見
え
な
い
記
録
で
、
中
山
沿
革
志
に
引
用
し
た
皇
家

実
録
に
拠
っ
た
の
で
あ
る
。

　
鄭
乗
折
μ
ほ
盲
子
保
並
み
ハ
（
一
七
一
三
）
年
に
琉
球
訓
團
旧
記
、
r
廓
見
保
一
兀

（一

ｵ
四
一
）
年
よ
り
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
ま
で
か
か
っ
て
球
陽

を
編
集
し
た
。
球
陽
は
そ
の
後
屯
歴
代
の
史
官
の
手
で
書
継
が
れ
て
、

正
巻
一
一
十
一
一
、
付
畳
屋
門
と
な
ハ
リ
、
記
事
は
明
治
あ
ル
（
一
八
七
六
）
廊
十
に

及
ん
で
い
る
。
球
陽
の
明
・
清
交
渉
の
記
事
は
、
中
山
世
譜
を
襲
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
脩
海
諸
岡
往
返
の
途
に
琉
球
船
等
の
難
二
破
漂
流

し
た
記
事
は
、
中
山
沿
革
志
所
引
の
皇
明
実
録
を
警
句
も
殆
ん
ど
そ

の
ま
ま
転
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
8
軽
機
九
（
一
四
〇
四
）
年
選
羅
船

一
か
琉
球
航
よ
り
の
帰
途
福
諭
建
へ
漂
流
、
⇔
泓
隅
円
一
二
（
一
四
・
七
二
）
満
満
制
罰

加
に
往
つ
た
琉
球
船
が
広
蓋
に
漂
着
、
爲
尚
真
二
十
七
十
五
〇
三
）

年
満
刺
加
に
撃
っ
た
琉
球
船
が
広
東
に
漂
潤
し
、
船
は
顯
覆
、
琉
球

人
は
上
召
し
た
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
球
陽
に
、
武
芸
九
年

の
上
述
の
記
事
に
付
記
し
て
、
　
「
本
国
、
唐
宋
以
来
云
々
」
の
中
山

世
譜
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
襲
記
し
て
い
る
。
　
琉
球
国
旧
記
懸
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F

少
し
く
趣
を
変
え
て
「
永
楽
憂
欝
、
尚
思
紹
王
、
与
笛
選
羅
国
・
朝
鮮

國
・
蘇
門
答
馴
加
国
・
潜
血
園
等
ハ
以
為
漏
交
接
帖
且
中
古
以
前
、
多

交
二
諸
国
ハ
以
通
二
往
還
ハ
然
経
歴
已
久
、
不
レ
可
罰
得
葡
詳
一
也
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
に
著
さ
れ
た
琉
球
国
由
来
記

の
記
事
を
襲
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
球
陽
の
編
集
に
は
御
系
図
座
長
よ
り
史
料
を
多
く
集
め
た
と
い
わ

れ
る
。
し
か
し
対
外
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
、
久
米
の
人
の
家
譜
に

比
較
し
て
見
る
と
、
こ
れ
を
十
分
参
考
し
た
な
ど
と
は
到
底
い
え
な

い
。
久
米
の
人
の
家
譜
は
、
歴
代
宝
案
ま
た
は
編
集
以
前
の
旧
歴
代

宝
案
に
拠
っ
て
記
さ
れ
た
部
分
が
多
い
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。
し
か

屯
塚
譜
に
存
し
て
歴
代
宝
案
に
欠
け
て
い
る
事
実
が
、
南
海
諸
国
と

の
通
交
上
に
竜
児
出
さ
れ
る
。
講
書
家
譜
の
弘
治
三
（
一
四
九
〇
）

年
琉
球
船
の
鷹
野
泥
渡
航
、
梁
氏
家
譜
の
弘
治
五
年
琉
球
船
の
逓
羅

渡
航
、
嘉
靖
＋
五
年
（
盃
三
六
）
の
同
大
泥
渡
航
、
郷
氏
家
譜
の
私
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治
五
年
・
の
満
勤
気
渡
航
．
岡
十
一
年
の
仏
大
駈
渡
航
L
隆
慶
贋
二

五
七
〇
）
年
の
逞
羅
渡
航
の
記
事
は
、
　
歴
代
宝
案
に
該
当
す
る
文
書

　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
失
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
家
譜
の
編
集
が
始
ま
っ
た
元
禄

一一

N
よ
り
歴
代
事
案
の
編
集
に
着
手
し
た
元
禄
十
年
ま
で
の
間
に
、

、
関
係
文
書
が
散
失
し
た
た
め
か
、
破
損
そ
の
他
の
事
情
で
採
用
に
洩

れ
た
た
め
か
、
そ
の
辺
は
想
像
す
る
外
は
な
い
。
歴
代
宝
案
も
諸
士

の
家
譜
も
政
庁
の
修
史
事
業
の
一
環
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
竜
一
部
は

政
庁
に
保
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
山
世
譜
や
球
陽
の
よ
う

に
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
予
想
し
た
史
書
の
編
集
に
は
、
歴
代
宝
案

ま
た
は
同
趣
の
史
料
の
引
㎜
用
を
故
意
に
避
け
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ

れ
は
ま
た
多
く
の
場
合
琉
球
史
の
実
際
上
の
編
者
で
あ
っ
た
久
米
の

人
の
意
向
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
琉
球
の
歴
史
で
は
、
欝
本
本
土
及
び
中
国
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
展
開
を
方
向
づ
け
た
重
要

な
要
素
を
成
し
て
い
る
。
日
本
本
土
と
の
交
渉
に
お
い
て
は
、
島
津

民
の
支
配
と
な
る
以
前
は
、
外
交
事
務
や
外
交
文
書
は
主
と
し
て
僧

侶
が
こ
れ
に
当
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
点
は
室
町
幕
府
の
外
交
の
場
合

と
類
似
し
て
い
る
。
従
っ
て
歴
代
宝
案
に
は
、
β
本
本
土
と
の
関
係

交
書
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
中
国
と
の
交
渉
に
関
し
て

は
旗
歴
代
穂
懸
は
最
高
の
根
本
史
料
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
欠
け

た
部
分
は
、
皇
明
実
録
、
大
清
実
録
は
じ
め
多
く
の
中
国
史
書
や
陳

侃
以
後
の
使
録
に
よ
っ
て
補
足
で
き
る
。
さ
ら
に
ヨ
本
本
土
の
多
様

な
史
料
を
以
て
併
せ
考
え
て
、
琉
球
、
中
国
関
係
史
を
よ
り
内
容
あ

る
歴
史
研
究
と
な
し
得
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
琉
球
の
外
国
交
渉
史
に
あ
っ
て
、
興
味
あ
り
、
か
っ
重

要
で
あ
る
竜
の
は
、
十
四
世
紀
末
よ
り
十
六
世
紀
中
期
に
か
け
て
の
、

琉
球
船
の
活
発
な
南
海
諸
国
通
交
貿
易
で
あ
る
。
歴
代
宝
案
は
こ
の

問
題
に
つ
い
て
新
し
い
史
料
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

　
琉
球
史
の
立
場
よ
り
い
え
ば
、
尚
巴
志
の
琉
球
王
国
統
一
よ
妙
尚

真
の
中
央
集
権
的
体
綱
の
確
立
に
い
た
る
苗
代
、
琉
球
王
国
が
興
隆

繁
栄
し
た
が
、
そ
れ
は
日
本
本
土
、
中
圏
、
お
よ
び
南
海
諸
国
の
一
二

方
面
を
結
ん
で
、
琉
球
船
の
仲
介
貿
易
活
動
に
よ
り
獲
得
し
た
経
済

力
に
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。
さ
ら
に
広
く
ア
ジ
ア
史
の
展

開
よ
り
見
れ
ば
、
琉
球
船
の
南
海
諸
国
貿
易
…
は
一
の
一
価
史
的
役
割
を

占
め
て
い
る
。
八
世
紀
以
来
、
ア
ラ
ブ
人
、
さ
ら
に
中
国
人
に
よ
り

東
西
貿
易
が
発
展
し
て
、
西
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
の
産

物
が
多
く
中
国
へ
輸
入
さ
れ
、
中
国
の
産
物
が
こ
れ
ら
の
地
方
へ
送

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
西
方
・
南
方
の
産
物
の
一
部
は
、
さ
ら
に
日
本
や

12 （534＞，



麗代宝案について（小葉田）

朝
餅
桝
半
島
へ
、
中
国
よ
・
リ
颪
口
輸
禺
さ
れ
た
。
し
か
る
に
十
一
四
世
紀
末

に
明
が
お
こ
る
や
、
朝
貢
制
度
を
以
て
対
外
政
策
の
中
心
と
し
、
ア

ラ
ブ
人
ら
を
は
げ
し
く
圧
迫
追
放
し
、
自
国
他
国
の
商
船
の
往
来
貿

易
を
禁
止
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
一
種
の
鎖
国
的
政
策
に
よ
り
外
国

貿
易
の
途
は
極
め
て
狭
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
に
入
る
こ

ろ
よ
り
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
中
国
の
海
商
は
、
法
を
犯
し
積
極
［
的
に

通
商
活
動
を
謝
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
日
本
本
土
の
商
船

の
南
海
諸
国
往
来
は
未
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
期
間
即
ち
十
五

世
紀
を
中
心
と
し
て
琉
球
船
の
南
海
諸
国
貿
易
が
活
発
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
日
本
本
土
で
は
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
は
中
国
よ
り
再
輸

入
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド
・
頭
ア
ジ
ア
の
薬
種
香
料
そ
の
他

の
産
物
は
、
室
町
時
代
に
は
専
ら
琉
球
を
通
し
て
輪
入
さ
れ
た
。
朝

鮮
半
島
で
は
、
こ
れ
ら
の
物
貨
は
、
一
部
琉
球
船
で
直
接
運
ば
れ
た

が
、
大
部
分
は
九
州
よ
り
再
輸
入
さ
れ
た
。
胡
椒
・
至
悪
ら
の
南
海

の
産
物
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
鎌
倉
時
代
と
は
逆
に
、
幕
府
の
遣
明

船
に
よ
り
多
量
に
中
国
へ
輸
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
十
六
世

紀
中
期
に
な
る
と
、
琉
球
船
の
南
海
諸
国
貿
易
は
終
息
に
近
づ
く
。

琉
球
船
の
東
ア
ジ
ア
貿
易
史
上
の
仲
介
的
役
割
に
幕
が
下
り
る
。
中

国
海
商
の
貿
易
活
動
は
い
ち
じ
る
し
く
盛
ん
と
な
る
し
、
言
た
ヨ
4

ロ
ッ
パ
人
の
東
洋
進
繊
が
始
ま
る
。
つ
い
で
日
本
本
土
の
商
船
の
南

下
も
や
が
て
興
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
歴
代
宝
案
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、
琉
球
が
交
渉
を
持
っ
た
南
海
諸

国
は
八
四
国
で
あ
る
。
退
羅
と
の
通
交
は
最
竜
早
く
始
ま
り
、
ま
た

最
も
後
ま
で
続
い
た
。
ア
ユ
チ
ア
》
自
け
匿
9
王
朝
の
明
へ
の
麟
…
貢
は

洪
武
四
（
一
三
七
一
）
年
・
に
始
ま
る
が
、
　
そ
の
十
五
、
　
六
年
後
に
玉

本
・
朝
鮮
半
島
と
の
通
交
が
行
な
わ
れ
、
琉
球
と
の
交
渉
も
こ
れ
と

同
じ
こ
ろ
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
歴
代
宝
地
所
収
の
文
書
で
は
、

邊
羅
関
係
は
洪
銀
元
（
｝
四
二
五
）
年
の
琉
…
球
國
堅
実
【
が
最
も
古
く
、

嘉
靖
四
十
三
（
一
五
六
四
）
年
の
執
心
が
最
も
後
の
竜
の
で
あ
る
が
、

郵
氏
家
譜
に
よ
砂
隆
慶
四
（
一
五
七
〇
）
年
ま
で
琉
球
船
の
渡
航
し

た
事
実
が
知
ら
れ
る
。
　
旧
港
と
の
通
交
は
、
　
一
四
二
八
年
に
旧
港

℃
巴
①
営
げ
碧
0
9
の
華
僑
頭
目
（
旧
港
宣
慰
使
）
の
使
者
を
琉
球
よ
り
逞

羅
を
経
て
送
還
し
た
こ
と
よ
り
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
使
者
は
日
本
へ

来
た
の
で
あ
る
が
、
破
船
し
て
、
九
州
探
題
よ
の
琉
球
へ
送
り
送
還

を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
旧
港
に
お
け
る
華
僑
勢
力
は
間
も

な
く
衰
微
し
、
琉
球
・
旧
港
間
の
貿
易
は
一
四
四
〇
年
ご
ろ
に
は
中

止
さ
れ
た
。

　
琉
球
船
の
瓜
畦
渡
航
は
、
ほ
糠
宣
徳
五
（
一
四
三
〇
）
年
に
始
ま
る
。
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こ
の
瓜
畦
は
マ
ジ
ァ
パ
イ
ト
嘗
○
牛
脂
げ
禅
王
朝
下
の
東
部
ジ
ャ
バ

で
あ
っ
て
、
当
時
ス
ラ
バ
や
Q
Q
鐸
毒
げ
欝
賓
ρ
、
ツ
バ
ソ
目
¢
σ
ρ
⇒
、
グ

レ
シ
○
話
ω
ω
冨
（
○
鴛
。
・
碁
）
等
の
港
は
、
　
中
国
人
の
居
留
に
よ
り
繁

栄
し
、
グ
レ
シ
の
如
き
は
華
・
僑
に
よ
り
新
し
く
建
設
さ
れ
た
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
歴
代
宝
勢
で
は
正
統
七
（
一
四
四
一
一
）
年
の
琉
球
国
王
盗

が
寂
黙
通
交
の
最
後
の
文
書
で
あ
る
が
、
宝
算
に
は
正
統
八
年
以
後

欠
文
あ
る
か
ら
、
な
お
数
年
は
麺
交
は
続
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
旧

…
港
の
東
藤
貿
易
地
と
し
て
の
繁
…
栄
は
、
十
五
世
紀
中
期
に
は
衰
え
て

お
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
十
五
世
紀
に
入
り
興
隆
し
た
の
は
マ
ラ
ッ

カ
蜜
巴
9
0
0
9
で
あ
る
。
琉
球
船
の
マ
ラ
ッ
カ
通
交
は
、
蘇
門
麺
棒

と
ほ
ぼ
同
時
に
、
一
四
六
一
年
こ
ろ
よ
り
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

歴
代
新
案
で
は
と
も
に
天
田
七
（
一
四
六
三
）
年
の
琉
球
国
王
盗
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

最
初
の
文
書
で
あ
る
。
蘇
門
答
刺
は
ス
マ
ト
ラ
島
北
部
の
国
名
で
、

十
四
、
五
世
紀
に
東
西
交
通
の
一
要
地
と
し
て
栄
え
た
。
琉
球
・
蘇

門
答
刺
問
の
交
渉
は
長
く
続
か
な
か
っ
た
が
、
マ
ラ
ッ
カ
と
の
貿
易

は
邊
羅
に
次
い
で
長
期
問
に
わ
た
り
、
か
つ
頗
る
盛
ん
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
五
一
一
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
ラ
ッ
カ
を
占
領
す
る
と
、

バ
ル
ボ
ー
ザ
が
「
琉
球
人
に
つ
い
て
自
分
ら
は
知
る
と
こ
ろ
は
僅
か

で
あ
る
。
彼
等
は
マ
ラ
ッ
カ
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
の
支
配
に
帰
し
て

以
来
㌔
来
航
し
な
い
た
め
に
」
と
正
し
く
記
し
た
よ
う
に
琉
球
船
の

往
来
は
絶
え
た
。
（
一
口
冨
ぴ
。
。
吋
9
u
舞
暮
㊦
じ
d
㌶
げ
g
2
ぐ
○
一
H
H

℃
．
旨
①
〔
鍛
興
ぎ
醤
G
。
〕
）
仏
大
身
℃
暮
3
巳
へ
は
琉
球
船
は
弘
治
三

（一

l
九
〇
）
罰
す
で
に
赴
い
た
こ
と
は
紅
氏
家
譜
に
よ
り
知
ら
れ
る

が
、
歴
代
宝
案
で
は
正
徳
十
（
一
五
一
五
）
年
の
執
照
が
最
も
古
い
。

　
マ
ジ
ャ
パ
イ
ト
王
朝
は
十
五
世
紀
中
期
に
は
衰
微
し
た
が
、
西
部

ジ
ャ
バ
の
ス
ソ
ダ
・
カ
ラ
バ
　
ω
環
影
O
ρ
　
○
欝
一
騨
｝
）
欝
は
十
⊥
ハ
世
紀
側
壁
淵
期

に
は
胡
椒
の
馬
副
港
と
し
て
繁
栄
し
た
。
琉
球
船
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
が

マ
ラ
ヅ
カ
を
占
領
し
て
か
ら
、
岡
地
へ
往
来
す
る
こ
と
を
断
念
し
、

四
達
即
ち
ス
ソ
ダ
・
カ
ラ
バ
へ
通
交
を
は
じ
め
、
他
方
で
は
仏
大
泥

通
交
を
よ
り
盛
ん
に
行
な
っ
た
。
即
ち
駅
戸
通
交
は
一
五
二
二
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

始
ま
り
、
国
大
泥
麺
交
は
少
く
と
も
一
五
四
一
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

な
お
、
　
一
五
〇
九
年
に
安
南
王
に
対
し
、
逞
羅
へ
赴
い
た
琉
球
船
が
、

文
書
・
礼
物
を
贈
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
漂
流
し
た
琉
球
人
を
中
国

を
経
由
し
送
還
し
て
く
れ
た
謝
礼
の
た
め
で
あ
ら
た
。

　
琉
球
・
南
海
諸
国
の
通
交
に
お
い
て
は
、
邊
廻
船
が
琉
球
に
来
た

二
、
三
の
例
は
あ
る
が
、
他
は
す
べ
て
琉
球
船
が
一
方
的
に
往
来
し

た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
八
年
歴
代
宝
案
が
公
開
せ
ら
れ
て
か
ら
、
先
ず
一
聯
に
基
づ
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歴代宝案について（／1・葉田）

く
研
究
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
は
南
海
諸
鶴
や
朝
鮮
と
砂

交
渉
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
秋
山
謙
蔵
・
東
恩
納
寛
惇
・
安
里
延

氏
等
の
論
文
・
著
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
筆
老
も
十
六
世
紀
末
ま
で
の

琉
球
の
対
外
交
渉
に
つ
い
て
一
書
を
著
し
た
が
、
こ
れ
に
は
明
と
の

関
係
の
研
究
が
半
ば
を
占
め
て
い
る
。
筆
者
は
つ
づ
い
て
、
昭
和
十

六
年
「
近
世
初
期
の
琉
明
関
係
」
国
難
脳
躍
幟
籔
緻
欝
部
を
書
き
、
　
遂

次
清
代
に
及
ば
ん
と
し
て
果
さ
な
か
っ
た
。
故
松
茂
良
興
翔
君
は
昭

和
十
五
年
度
の
台
北
帝
大
卒
論
と
し
て
、
や
は
り
宝
案
一
集
を
使
翔

し
、
清
康
熈
年
間
の
琉
清
通
交
貿
易
史
を
提
出
し
た
。
戦
後
、
台
湾

大
学
の
頼
永
田
刀
は
、
弘
光
・
隆
武
文
稿
等
を
用
い
て
、
爾
明
史
の

研
究
数
篇
を
『
台
湾
風
物
』
そ
の
他
の
誌
上
に
発
卸
し
、
陳
大
端
氏

は
二
集
を
資
料
と
し
て
「
雍
乾
嘉
時
代
的
中
琉
関
係
」
を
修
士
論
文

と
し
て
書
き
、
一
九
五
六
年
明
華
書
局
よ
り
刊
行
し
て
い
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
琉
球
の
対
中
国
関
係
も
、
琉
球
史
の
内
部
展
開
を
反
映

し
て
い
る
が
、
日
本
本
土
と
の
交
渉
の
経
過
が
深
い
連
関
を
持
ち
、

殊
に
近
世
に
お
い
て
は
薩
琉
関
係
が
実
質
的
に
こ
れ
を
規
馨
し
た
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
綜
合
的
研
究
の
発
達
の
た
め
、
歴
代
意
図

の
利
用
が
い
よ
い
よ
精
密
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

①
琉
球
岡
下
記
に
、
「
唐
栄
公
案
」
な
る
寵
録
を
引
翔
し
洪
熈
元
2
四

　
二
五
）
年
長
史
劇
墨
蹟
の
進
貢
を
述
べ
て
い
る
。
　
「
唐
栄
公
案
漏
は
他
に

　
所
見
が
な
く
、
歴
代
霊
案
と
の
関
係
も
不
明
だ
が
、
久
米
に
伝
え
た
文
蛤

　
案
集
で
あ
ろ
う
。

②
歴
代
窯
案
一
集
の
購
次
の
巻
之
滋
十
八
の
題
名
に
欠
字
が
あ
り
、
か
つ
、

　
こ
の
巻
は
欠
本
で
あ
っ
て
、
こ
の
題
名
は
推
定
で
あ
る
。

③
弘
治
十
六
（
一
五
〇
三
）
年
、
退
羅
の
内
心
韻
士
よ
り
礼
部
へ
霧
を
あ

　
て
た
の
は
分
を
犯
し
た
も
の
で
、
「
本
部
（
礼
部
）
与
篇
逢
羅
圏
王
一
有
昌
行

　
移
一
蕎
用
鵠
盗
交
雨
乗
レ
二
丁
陪
臣
敢
欝
柊
漏
本
都
一
麿
激
」
と
し
た
。
（
孝
宗
敬

　
皇
帝
実
録
　
弘
治
ナ
六
年
六
月
戊
申
）

④
　
符
交
も
尚
寧
の
こ
ろ
よ
り
記
載
辞
句
が
や
や
変
化
し
て
半
印
勘
合
の
捺

　
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
文
面
に
つ
い
て
は
、
小
葉

　
国
焔
浮
鴨
中
世
衛
…
島
…
簸
｛
父
貿
易
史
の
研
究
』
　
一
九
七
…
二
〇
山
ハ
三
一
参
照
。

⑤
明
・
清
の
朝
貢
制
度
に
お
い
て
は
、
正
使
以
下
の
官
貴
と
水
夫
郷
の
人

　
件
と
二
つ
に
分
け
、
接
待
の
程
度
を
別
に
し
た
。

⑥
執
照
は
す
べ
て
の
渡
航
船
に
給
付
し
た
が
、
船
の
み
で
な
く
、
例
せ
ば

　
限
子
学
監
留
学
生
に
も
付
与
し
た
の
で
、
号
数
は
船
守
と
は
な
ら
な
い
。

⑦
永
楽
九
（
一
睡
一
…
）
年
琉
球
進
貢
使
の
爽
請
に
よ
り
、
長
年
琉
球
畷

　
王
に
仕
え
た
長
史
薫
茂
を
圏
網
兼
長
史
と
し
、
豪
た
、
そ
の
進
貢
使
の
一

　
入
山
復
は
と
き
に
八
＋
一
歳
、
鏡
州
人
、
琉
球
二
王
に
仕
え
て
四
＋
余
年

　
で
致
仕
還
郷
を
願
出
た
の
で
、
こ
れ
も
園
網
羅
左
長
史
と
し
拳
蟹
へ
適
え

　
る
を
許
し
た
。
　
（
太
宗
文
皇
帝
玉
野
　
永
楽
九
年
㎜
月
癸
巳
）

⑧
王
相
は
後
の
摂
政
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
懐
機
は
、
は
じ
め
長

　
史
に
任
じ
明
へ
渡
航
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
後
実
質
的
に
王
政
で
あ
っ
た

　
こ
と
は
疑
い
な
い
。
旧
卒
管
事
官
あ
て
文
書
は
摂
政
の
立
場
よ
り
嵐
さ
れ
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て
い
ザ
’
9
。
無
機
を
閲
人
の
よ
う
に
考
え
る
説
も
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
正
し

　
く
な
い
。
元
来
琉
球
の
王
敷
は
、
本
土
の
王
朝
政
治
と
岡
じ
く
王
家
の
身

　
内
政
治
の
型
で
あ
る
。
繍
栢
（
摂
政
）
は
も
と
よ
り
、
鶴
翼
と
い
え
ど
も

　
一
門
外
戚
少
な
く
と
も
擬
湖
的
同
族
よ
り
出
す
の
が
原
期
で
あ
っ
た
。

⑨
交
組
方
は
唐
栄
の
外
交
交
書
の
起
案
掛
で
あ
る
。

⑩
昭
和
＋
題
詠
里
の
尚
家
の
交
庫
を
訪
れ
た
と
ぎ
、
宝
案
～
集
中
の
二
羅

　
を
見
た
融
憶
が
あ
る
。

⑪
　
王
舅
は
進
蚕
の
際
の
…
種
の
書
名
で
、
法
司
ま
た
は
判
司
の
資
格
看
が
、

　
こ
れ
に
任
ず
る
。
申
山
伝
儒
録
巻
五
に
「
法
司
三
士
、
正
二
入
王
舅
勲
戚

　
任
レ
之
」
ま
た
琉
球
國
志
略
巻
九
に
「
法
獄
官
、
遇
昌
諮
封
及
謝
恩
慶
賀
大

　
典
常
則
遣
二
一
員
一
階
昌
正
使
↓
例
以
齢
善
塁
尚
向
両
家
・
毛
・
翁
・
馬
・
夏

　
七
姓
一
叢
ヒ
之
、
故
法
二
言
王
十
王
舅
」
と
あ
る
。

⑫
紫
金
大
夫
の
称
は
、
崇
七
六
（
～
六
叢
蝕
）
年
十
月
十
五
日
の
尚
豊
の

　
表
容
等
に
、
紫
金
大
夫
曲
祭
竪
と
あ
る
の
が
、
現
血
仔
史
料
中
最
も
古
い
。
総

　
管
は
琉
球
躍
由
来
記
巻
二
に
天
妃
菩
薩
の
焼
香
役
と
あ
り
、
中
型
田
口
録

　
巻
　
に
見
え
る
香
工
が
こ
れ
で
あ
ら
う
。
琉
球
国
旧
記
巻
之
二
に
「
康
煕

　
年
問
、
授
三
此
搬
ご
時
、
必
畑
催
晶
通
事
一
」
と
あ
り
、
本
来
雛
菊
に
な
る
　
の

　
過
程
の
役
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑧
　
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
抄
本
の
現
在
の
巻
数
の
題
記
は
、
後
に
付
け
た

　
も
の
で
あ
り
、
誤
が
多
い
。
国
立
台
湾
大
学
所
蔵
抄
本
に
も
巻
記
の
誤
が

　
あ
る
の
で
後
に
記
す
。

⑭
『
中
世
南
島
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
…
二
一
一
…
二
四
頁
。

⑯
　
伊
東
忠
太
・
鎌
倉
芳
太
鄭
『
戦
勲
古
陶
甕
』
、
　
東
恩
納
寛
惇
『
黎
明
期

　
の
海
外
交
通
史
』
へ
一
　
…
買
。

⑯
　
例
せ
ば
、
献
…
鮮
．
琉
球
聞
の
往
復
文
書
は
、
李
朝
実
録
に
よ
っ
て
十
五

　
世
紀
よ
り
十
六
世
紀
初
期
の
も
の
を
、
事
大
文
軌
に
よ
っ
て
十
六
世
紀
末

　
よ
り
十
七
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
も
の
を
多
数
櫨
う
こ
と
が
出
来
る
。

⑰
　
紅
氏
家
譜
の
記
載
例
を
挙
げ
る
と

　
二
世
通
事
講
錦

　
弘
治
三
年
庚
戌
九
月
初
三
濤
、
為
昌
交
易
事
嚇
奉
レ
使
為
二
通
事
曲
想
「
正
使

　
嘉
満
度
｝
前
往
晶
大
泥
圏
↓
収
昌
買
方
物
↓
回
レ
国
、
預
紅
型
下
期
進
貢
｝

　
と
あ
る
。
日
付
が
盗
・
執
照
の
臼
付
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
通
交
記
載
を

　
参
照
し
て
も
明
白
で
あ
る
。
か
つ
、
こ
の
蟻
壁
は
恐
ら
く
選
管
に
よ
っ
て

　
文
を
成
し
た
こ
と
も
疑
い
な
い
。
諸
家
譜
に
あ
っ
て
、
宝
案
に
欠
く
る
分

　
は
、
弘
治
三
・
五
・
十
一
年
、
暴
雨
牽
五
年
及
び
隆
優
四
年
の
慕
実
で
あ

　
る
が
、
宝
案
巻
四
十
二
に
は
宣
徳
三
年
・
九
月
ご
十
四
日
旧
港
渡
航
の
執
昭
…

　
　
通
を
除
け
ば
、
正
徳
四
（
一
五
〇
九
）
年
よ
り
嘉
靖
四
十
三
（
一
五
六
四
）

　
年
ま
で
の
南
海
諸
綱
渡
航
船
に
給
与
し
た
執
照
三
十
六
通
を
収
む
。
即
ち

　
こ
の
前
後
の
家
譜
記
載
の
渡
航
船
執
照
を
多
く
欠
く
こ
と
に
な
る
。
宝
案

　
巻
四
十
二
の
宋
羅
七
十
一
二
枚
に
は
破
損
多
く
何
瞬
の
渡
航
船
に
給
し
た
か

　
は
不
明
の
執
昭
崩
が
一
逸
あ
る
。
こ
れ
或
い
は
隆
い
慶
四
年
の
執
照
で
あ
る
ま

　
い
か
。

　
　
麻
姓
家
譜
に
、
「
蓑
笠
＋
轟
八
月
畜
、
為
勢
治
荒
窟
筑
登
之
役
↓

　
赴
二
附
置
こ
と
あ
る
は
、
慕
靖
二
十
年
九
月
七
田
の
執
照
を
持
っ
た
逮
羅

　
渡
航
船
の
職
実
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
家
譜
の
日
付
は
、
現

　
点
仔
す
る
田
名
孟
調
書
の
辞
ム
刃
に
よ
っ
た
も
の
で
、
他
と
異
な
る
。

⑲
　
明
代
の
諸
書
に
は
、
ほ
ぼ
幽
門
欝
刺
、
元
史
に
は
鱗
木
都
刺
（
速
木
答

　
刺
）
、
島
夷
志
略
に
は
須
文
答
刺
と
あ
る
。
グ
レ
ネ
フ
エ
ル
ト
は
、
樋
門
警
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刺
は
マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ
の
Q
り
9
ヨ
鍵
ρ
イ
ブ
ソ
・
バ
ッ
タ
の
Q
D
ρ
ヨ
9
銘
肖
9

◎
邑
Q
Q
9
ヨ
醇
ゴ
同
地
で
あ
る
が
、
「
こ
の
ス
マ
ト
ラ
は
現
在
の
ア
チ
ェ
｝
賦
。
ゲ

の
地
点
に
は
位
饗
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
い
、
後
に
補
説

し
て
バ
セ
℃
ρ
ω
o
一
川
の
左
岸
、
手
口
を
挙
る
三
マ
イ
ル
に
Q
α
ρ
ヨ
¢
α
H
㊤

と
い
う
部
落
が
葎
し
、
こ
れ
が
往
昔
分
蘇
門
答
刺
の
遺
跡
で
あ
る
と
し
た
。

（
芝
．
℃
．
○
目
①
渇
①
〈
①
ざ
馬
食
。
酔
O
ω
O
鵠
酔
プ
①
竃
緯
帥
団
P
周
。
ぼ
℃
鮎
斜
σ
曼
O
曽
づ
O

置
怨
9
ρ
弧
。
。
録
や
鐸
ω
。
8
巳
芋
窪
払
。
。
。
。
¶
も
』
峯
）
。
・
ッ
ク
ヒ

ル
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
U
㌶
諺
。
¢
α
岬
ペ
エ
デ
イ
ル
唱
Φ
畠
旨
岬
聞
の
ス
マ

ト
ラ
北
部
海
岸
、
現
在
の
サ
マ
ラ
ソ
ガ
ン
Q
り
ρ
諺
巴
簿
嵩
畷
餌
嵩
、
或
い
は
テ
ラ
ク

6
巳
β
段
、
　
セ
マ
ゥ
エ
Q
Q
o
ヨ
聖
く
Φ
付
近
の
何
処
か
に
位
置
し
た
と
思
う
と

い
う
。
（
オ
く
ン
く
．
カ
o
o
置
碁
一
名
。
縛
。
ψ
o
二
け
プ
。
口
9
9
ぽ
。
雷
ω
ρ
p
《
6
量
山
φ

O
臨
O
げ
ぎ
ρ
タ
．
搾
び
け
げ
Φ
肖
麟
簿
Φ
穏
旨
》
同
。
｝
凱
℃
O
昼
α
Q
o
巴
乙
汁
げ
o
O
帥
。
o
菖
○
団

搾
び
①
H
轟
α
冨
旨
　
O
o
o
ρ
p
山
¢
励
ヨ
σ
q
紳
げ
①
一
蒔
銘
四
ρ
日
、
o
忽
旨
σ
q
－
℃
費
。
＜
9
・

メ
＜
H
．
日
O
日
伊
や
目
㎝
ピ
）

⑲
　
パ
ル
ボ
ー
ザ
は
「
既
述
の
ス
マ
ト
ラ
の
向
側
に
、
ジ
ヤ
パ
に
面
し
て
、

　
ス
ン
ダ
O
蛋
鼠
ρ
が
あ
り
、
二
王
幽
で
胡
被
の
保
有
が
極
め
て
多
い
。
そ

　
　
　
　
　
㌧

　
の
王
は
わ
が
王
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
に
従
う
と
い
う
意
を
持
っ
て
お
り
、
こ

　
の
国
に
は
奴
隷
も
多
く
、
ま
た
シ
ナ
よ
り
多
く
の
船
…
が
来
て
貨
物
を
購
入

　
す
る
偏
と
記
牛
。
　
（
8
げ
①
⇔
o
o
犀
。
臨
O
β
即
騨
Φ
切
鴛
ぴ
。
ω
P
ノ
δ
ゲ
ど
や

　
μ
Q
。
㊤
・
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
一
五
二
二
年
に
ス
ン
ダ
・
カ
ラ
バ
を
訪
ね
て
い

　
る
が
、
五
年
後
に
ま
た
訪
ね
た
と
き
は
す
で
に
パ
ソ
タ
ム
田
ρ
暮
ρ
ヨ
の

　
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
王
の
支
配
下
に
な
っ
て
い
た
。
十
六
世
紀
後
期
に
は
、

　
ス
ソ
ダ
海
峡
の
商
港
と
し
て
バ
ン
タ
ム
（
下
港
）
が
繁
栄
し
、
ポ
ル
ト
ガ

　
ル
人
や
後
に
英
蘭
人
の
塚
引
中
心
地
と
も
な
っ
た
。
ス
ソ
ダ
・
カ
ラ
バ
の

　
後
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
　
｝
三
目
節
巴
け
9
で
あ
る
が
、
　
こ
こ
に
オ
ラ
ン
ダ
入
が
一
穴

　
一
一
年
に
バ
タ
ビ
ァ
O
ご
鋒
p
＜
貯
を
建
設
し
、
　
一
六
一
九
年
首
都
と
す
る

　
に
及
ん
で
、
白
び
バ
ン
タ
ム
の
繁
栄
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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．Con’ce’irning．the．Refeidai．Hjdn歴．代宝案．

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　Atsushi　Kobata

　　Last　year　ln　November・at　the　lnstituee　of　Advanced　Projects

of　the　East－West　Center，　Hawaii　UBiversity，　1　wrote　a　paper，

“Commentary　on　the　Refeidai　Hdnn”，　foY　the　lnstitute’s　prograrp

of　’research　on　Ryul〈yu　history．　About　that　time　Mr．　Lai　YungL

Hslang’s　intreductory　paper　entitled　“Li－tai－pao－an，　a　collection

of　doctirnents　on　foreign　relations　of　the　Ryul〈yu　lslands”　was

also　ptiblished．　An　abridgement　of　the　Releidai　f－Zo’an　kept　in

Taixvan　Natienal　University　was　put　on　microfilm　by　the　Acade－

mia　Sinica　of　Taiwan　last’ 凾?ａｒ　and　given　into　the　custody　of　the

Library　of　the　lnstitute　of　History　and　Philology　of　the　Acade－

mia．　At　the　end　of　！ast　year　and　during　the　spr1ng　of　this　year

several　copies　of　the　microfilm　were’　i！｝qde’　and　distributed　to　the

Library　of　Congre’ 唐奄刀@ln　Washington，　the　University　of　Hawa2i’s

East－West　Centet，　the　Harvard－Yenching　lnstitute　at　Haz－vard

University，　the　Toyo　Bunko　in　Tokyo，　and　the　Schoo！　of　Oriental

and　African　Seudies　at　London　University，　as　well　as　to　Ryukyu

University．　ln　this　way　the　Rekida’la’　NOan　has　gained　tke　atten－

tion　of　some　of　the　world’s　scholars　on　the　Far　East　My　paper

has　been　translated　into　Engllsh　in　preparatlon　｛or　publication　at

the　East－West　Center，　and　with　the　understanding　of　the　Center

administratioB，　1　have　made　some　revisloRs　for　the　purpose　of　the

present　artic！e．

The　Kyo－Masu　Za京枡座in　the　Edo　Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Osamu　Wakita

　It　ls　common！y　accepted　that　in　’research　on　the　early　Edo

period　with　its　emphasis　on　the　feudal　society　based　on　the石高

＄］1　（system　of　rice　revenues　fixed　in　koku）　in　which　grain　was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　710　）


